
令和６年度 第９回天竜区協議会 

 

次第 

 
日時：令和６年 12 月 24 日（火） 

日時：午後２時 00 分から 

会場：天竜区役所２階 21・22 会議室 

 
 

１ 開 会 

 

 

２ 会長あいさつ 

 

 

３ 区長あいさつ 

 

 

４ 議 事 

（１）協議事項 

ア 浜松市こども計画（案）のパブリック・コメントの実施について（こど

も家庭部こども若者政策課） 

 

イ 令和７年度以降の浜松市天竜区区政運営方針について（区振興課） 

 

 

  （２）地域課題 

  ア 夢のかけ橋の塗装計画について（土木部天竜土木整備事務所） 

 

    イ マイナ保険証について（健康福祉部天竜福祉事業所長寿保険課） 

 

（３）その他 

    ア 救急安心電話相談窓口（#7119）について（消防局警防課） 

 

    イ 災害復旧状況について（土木部天竜土木整備事務所） 

 

  ウ 天竜区協議会委員研修について（事務局） 

 

 

５ その他 

次回開催予定 

    日時 令和７年１月 30 日（木）午後２時 00 分から 

    会場 天竜区役所 ２階 21・22 会議室 

  

 

６ 閉 会  





 第９号様式  

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 浜松市こども計画（案）のパブリック・コメントの実施について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

〇趣旨・目的 

・本市では、こども基本法の理念に基づき、次代の社会を担う

全てのこどもや若者の意見を尊重し、権利を擁護します。ま

た、心身の状況や置かれている環境にかかわらず、こども・

若者が将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の

実現を目指すとともに、少子化対策を推進するため、本計画

を策定します。 
〇背景 

・「第２期浜松市子ども・若者支援プラン」及び「浜松市子ども・

若者支援プラン 子どもの未来サポートプロジェクト（浜松市

子どもの貧困対策計画）」が令和６年度で終期を迎えます。 

・令和５年４月に、「こども基本法」が施行され、同法第 10 条

において、市町村は、こども大綱や県のこども計画を勘案し、

こども施策についての計画（市町村こども計画）の策定に努

めることとされました。 

〇経緯 

・こども基本法を踏まえ、本市のこども・子育て支援に関する

計画を一体のものとして策定するものです。 

・計画案を策定するにあたり、こども・若者、こどもを養育す

る者、その他関係者に、アンケート調査や、聞き取り調査を

実施し、計画案に反映させています。 

対象の区協議会 中、東、西、南、北地域分科会・天竜区協議会 

内  容 

浜松市こども計画（案）について説明するもの。 

計画期間：令和７年度から令和 11 年度まで（５年間） 

内  容： 

１．計画策定にあたって 
２．計画策定の背景 
３．計画の基本方針 
４．こども施策の展開 
５．計画の推進 
６．教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業に関する量の

見込み・確保方策 
区協議会でいただいた意見は、パブリック・コメントの意見と

して取り扱う。 

備 考 

（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

・意見募集期間 ：令和６年 12月 20 日(金) 

～令和７年１月 20 日(月) 

・市の考え方公表：令和７年３月予定 

・計画の施行  ：令和７年４月 

担当課 こども若者政策課 担当者 西 電話 457-2795（内線 9010） 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 
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 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 令和７年度以降の浜松市天竜区区政運営方針について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

   現状、課題等） 

 
１ 背景 
  浜松市区における総合行政の推進に関する規則第４条 

において、「区長は、区政運営に当たっての基本的な方針、

区の取組課題等を区政運営方針として毎年度区民に公表

しなければならない。」としている。 

 

２ 経緯 

 第５回天竜区協議会において、令和７年度以降の区政運

営方針について事務局から説明。 

 

 

対象の区協議会 天竜区協議会 

内  容 

 

 

 

 

 

   令和７年度以降の区政運営方針の策定にあたり、 

将来像（キャッチコピー及び 10 年後の目指す姿） 

について、協議するもの。 

 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

今後の予定 

令和７年１月  将来像決定 

 令和７年２月   基本方針（案）、区長あいさつ（案）提示 

 令和７年３月  最終決定 

 令和７年４月  区協議会へ報告 

 令和７年５月  公表 

 

担当課 天竜区区振興課 担当者 大石 訓康 電話 922-0011 
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令和７年度以降の区政運営方針における将来像について 

 

１ 策定方針 

年度 将来像 基本方針 

令
和
６
年
度 

- 

(令和 7年度に向けた策定作業) 

令和５年度までのものをベースに旧行政区

単位で作成し、新行政区単位でまとめる。 

令
和
７
年
度 

・令和 7～16 年度(10 年間） 

 ⇒総合計画 第 2 次推進プランと合わ

せる 

・構成は、キャッチコピー＋10 年後の

目指す姿 

各区でばらつきがあったため、「基本方針」

と「まちづくりの柱」を「基本方針」に統合。

毎年度策定。 

・令和６年度に総合計画の第２次推進プラン（計画期間 10年（R7～16））を策定す

ることになっており、これとの整合を図るため、将来像は「キャッチコピー」に

加え「10年後の目指す姿」で構成する。 

・行政区再編前の旧７区でばらつきのあった「基本方針」と「まちづくりの柱」を

「基本方針」に統合する。 

 

２ 令和７年度以降の将来像 

 （１）取り入れたいキーワード（委員からの意見） 

分野 キーワード 

自然 森林（天竜美林・森）、水 

人・地域・暮らし 
コミュニティ、定住・移住、笑顔と声（子どもたち）、幸せ実感

（安全・安心）、人の行き交い（交流人口・関係人口） 

文化・芸術 受け継がれる文化・芸術（担い手）、誇れる風土・文化 

 

（２）意見から連想されるキーワード 

 ア 自然 

   ➡ 森の香り、自然の調和、緑の安らぎ、自然の恵み、人と自然の共生 

 イ 人・地域・暮らし 

   ➡  つながり（支え合い）、地域の絆、共に創る未来、共助、笑顔の輪、 

にぎわい、安心感、温もり 

 ウ 文化・芸術 

   ➡ 伝統の継承、地域色 
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（３） キャッチコピー（案） 

 

  〇 キーワード：「森林」 

 

    天竜区の森林をキーワードとし、自然と人が調和しながら、未来に向けた

希望や成長をはぐくんでいく。 

 

・現行  「森林
も り

と水 生命
い の ち

はぐくむ天竜区」   

・案１  「森林
も り

と人 心かがやく天竜区」 

・案２  「森林
も り

と人を紡ぎ 明日へつなげる天竜区」 

    

  

〇 キーワード：「自然」 

 

  自然と調和し、互いに影響しながら共存していく。 

 

・案３  「自然融和 共にはぐくむ天竜区」 

・案４   「自然共生 誇れる風土 天竜区」 

   

 

   〇 キーワード：「魅力」 

 

     天竜区の魅力を区外へ発信し、地域コミュニティを活性化させていく。 

 

・案５  「魅力発信 人行き交う天竜区」 

・案６  「魅力拡散 天竜からの 天つ風」 
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（４）10年後の目指す姿（案） 

 

 

〇現行   

  ～「豊かな自然と地域特性を活かし、 

安心して定住できるまち」を目指します～ 

 

 

〇継承と創造、課題に取り組み、日々の充実度を向上させていく。 

 

  ・案１  ～「受け継ぐ伝統 創り出す未来 

              心身ともに満たされたまち」を目指します～ 

 

  ・案２  ～「資源・伝統を継承し、 

         心身ともに満たされた幸福感（ウェル・ビーイング） 

を実現できるまち」を目指します～ 

 

 

〇地域資源を区内外に発信し、豊かな魅力を広げていく。 

 

・案３  ～「住む人や訪れる人が、 

身も心も元気になるまち」を目指します～ 

 

・案４  ～「地域資源・伝統文化を継承し、 

              人情味あふれるまち」を目指します～ 

 

  ・案５  ～「資源を活かし、魅力あふれるまち」を目指します～ 
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＜ 区政運営方針イメージ ＞ 
 

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪区政運営方針≫            天竜区長  〇〇 〇〇 
 

 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

 

 

【１】区政運営の基本方針 

   
❶ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  

❷ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

・ 

・ 

・ 
 

。 

  

【１】〇〇〇〇〇〇〇 

 
 
 

(１) 〇〇〇事業 【〇〇〇〇課】 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

(２) 〇〇〇事業 【〇〇〇〇課】 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

キ ャ ッ チ コ ピ ー 

１ ０ 年 後 の 目 指 す 姿 

別紙３
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